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都
城
の「
地
の
利
」

輝
き
を
増
し
た「
３
つ
の
宝
」

都
城
の
「
地
の
利
」

　

本
市
は
、
宮
崎
市
と
鹿
児
島
市
の
間

に
位
置
し
、
圏
域
の
経
済
人
口
は
23
万

人
を
超
え
て
い
て
、
陸
・
海
・
空
か
ら

の
ア
ク
セ
ス
に
優
れ
た
南
九
州
の
物
流

拠
点
都
市
で
す
。

　
「
陸
」
の
ア
ク
セ
ス
は
、
九
州
縦
貫

自
動
車
道
を
は
じ
め
、
５
本
の
国
道
や

主
要
地
方
道
が
整
備
さ
れ
、
Ｊ
Ｒ
日
豊

本
線
・
吉
都
線
の
２
本
の
鉄
道
が
走
っ

て
い
ま
す
。「
海
」
と
「
空
」
の
ア
ク

セ
ス
は
、
40
㌔
圏
内
に
国
の
重
要
港
湾

で
あ
る
宮
崎
港
と
油
津
港
、
ま
た
、
宮

崎
空
港
と
鹿
児
島
空
港
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
整
備
が
進
む
地
域
高
規
格
道

路
「
都
城
志
布
志
道
路
」
に
よ
り
、
国

際
バ
ル
ク
戦
略
港
湾
・
志
布
志
港
と
直

結
す
る
こ
と
で
、
そ
の
エ
リ
ア
が
世
界

に
広
が
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
こ
の
他
に
も
物
流
拠
点

都
市
と
し
て
の
機
能
を
さ
ら
に
高
め
る

た
め
、
平
成
28
年
度
の
供
用
開
始
を
目

指
し
、
九
州
縦
貫
自
動
車
道
宮
崎
線
の

山
之
口
Ｓ
Ａ
に
Ｅ
Ｔ
Ｃ
装
着
車
両
専
用

の
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
の
整
備
も
進
め
て
い

ま
す
。

　
「
地
の
利
」
を
有
す
る
本
市
は
、
ま

さ
に
「
南
九
州
の
物
流
拠
点
都
市
」
と

し
て
さ
ら
に
発
展
し
て
き
て
お
り
、
そ

の
結
果
、
企
業
の
立
地
件
数
も
急
増
し

て
い
ま
す
。

九州自動車道が通り、宮崎・鹿児島空港へ
約1時間の好アクセス

第２の宝～都城の ｢地の利｣ 都城が持つ「３つの宝」を輝かせる

○都城志布志道路の早期全線開通
○山之口ＳＡスマートＩＣの早期整備

物流拠点都市・後方支援都市

都城の
「地の利」

次世代を
担う

子どもたち
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市
で
は
、
本
市
の
持
つ
「
３
つ
の
宝
」
を
輝
か
せ
る
取
り
組

み
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
前
回
は
、
一
つ
目
の
宝
「
基
幹
産

業
で
あ
る
農
林
畜
産
業
」
の
取
り
組
み
内
容
と
成
果
を
紹
介

し
ま
し
た
。
２
回
目
と
な
る
今
回
は
、
二
つ
目
の
宝
「
都
城

の
地
の
利
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

秘
書
広
報
課　
☎
23ｰ

３
１
７
４

基幹産業
である
農林畜産業
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輝きを増した「３つの宝」
都城の ｢地の利｣

都
城
志
布
志
道
路

全
線
開
通
に
向
け
て

今
後
の
供
用
開
始
予
定

山
之
口
Ｓ
Ａ
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ

企
業
立
地
件
数
の
急
増

　

市
で
は
、
都
城
志
布
志
道
路
整
備
・

活
用
促
進
大
会
の
開
催
や
署
名
活
動
な

ど
、
官
民
一
体
と
な
っ
て
早
期
全
線
開

通
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
き
ま

し
た
。
ま
た
、
資
料
や
要
望
先
な
ど
を

見
直
し
、
よ
り
効
果
的
な
要
望
活
動
を

継
続
し
て
実
施
。
そ
の
結
果
、
平
成
27

年
度
の
事
業
費
は
前
年
度
比
２
・５
倍

と
大
幅
に
増
額
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
25
年
度
に
県
境
部
分
の
約
５
・

６
㌔
が
新
規
事
業
区
間
と
し
て
認
可
さ

れ
ま
し
た
。
平
成
29
年
度
中
に
は
、
梅

北
Ｉ
Ｃ
〜
金
御
岳
Ｉ
Ｃ
間
が
供
用
開
始

予
定
。
ま
た
、
平
成
30
年
度
中
に
は
、

平
塚
Ｉ
Ｃ
〜
南
横
市
Ｉ
Ｃ
間
が
供
用
開

始
予
定
で
す
。
都
城
志
布
志
道
路
は
、

全
線
開
通
に
向
け
て
、
整
備
が
着
実
に

進
展
し
て
い
ま
す
。

　

山
之
口
Ｓ
Ａ
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
は
、
早

期
整
備
に
向
け
た
取
り
組
み
が
着
実
に

進
ん
で
い
て
、
平
成
28
年
度
中
に
供
用

を
開
始
す
る
予
定
で
す
。

　

市
で
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
の
新
規
購

入
費
用
お
よ
び
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
に
要
し

た
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
総
合
政
策
課
（
☎
23

２
１
１
５
）に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

都
城
志
布
志
道
路
、
山
之
口
Ｓ
Ａ
ス

マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
な
ど
の
整
備
の
推
進
に
よ

り
、
都
城
の
「
地
の
利
」
の
魅
力
が
高

ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
イ
ン
フ

ラ
整
備
な
ど
の
動
き
に
敏
感
な
民
間
企

業
か
ら
の
市
に
対
す
る
引
き
合
い
が
急

増
し
て
い
て
、
平
成
23
年
度
に
比
べ
、

平
成
26
年
度
中
の
企
業
立
地
数
は
約
３

倍
と
な
り
ま
し
た
。
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◎都城志布志道路～ 事業費の大幅な増加！
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H27 （年度）

（億円）
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2.5倍（15億円増）
（H26→H27）

［H27当初予算の大幅な伸び（対前年度）］

事業費（全国）  0.0％（横ばい）
　〃　（九州地方整備局管内） ▲0.04％（微減）

都城志布志道路・国直轄予算
（大幅増）

150％

※事業費は、当初予算ベース

5倍（20億円増）
（H25→H27）

◎山之口SAスマートIC～ 着実な整備の進展！

○山之口 SAスマート ICの整備決定
・平成25年 6月連結許可

平成25年度

○山之口 SAスマート IC利活用事業
ETCセットアップ補助の開始

平成26年度

○山之口 SAスマート ICの整備決定 ……… １億 5,180万円
○山之口 SAスマート IC利活用促進事業 ………… 544万円 

山之口 SAスマート IC完成予想図

市民および事業者が、ETC車載器を新たに購入して取り付けた場合、
ETC車載器購入費用およびセットアップに要した経費の一部を補助（上限 5,000 円）
～三股町との連携事業～

平成 27年度
用地取得・補償業務
道路改良工事

平成 28年度

平成27年度

準備委員会設立
（H19）から7年

平成28年度中
供用開始予定

◎「地の利」の拡大～ 企業立地の急増！
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都城市内の企業立地件数　※（　）内は県内全体
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県内第１位
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0
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■一般会計および特別会計の状況■企業会計（水道事業）の状況

※市債残高は、平成26年度末時点の決算見込み額です

市
で
は
、
年
２
回
、
財
政
状
況
を
公
表
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
平
成
27
年
３
月
31

日
時
点
の
平
成
26
年
度
予
算
額
を
紹
介
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

【
一
般
会
計
・
特
別
会
計
に
つ
い
て
】 

財
政
課 

☎
23ｰ

２
１
１
３

【
企
業
会
計
（
水
道
事
業
）
に
つ
い
て
】 

水
道
局
業
務
課 

☎
23ｰ

４
５
１
０

平
成
26
年
度

　

市
の
会
計
は
、
一
般
会
計
、
特
別
会

計
、
企
業
会
計
の
３
つ
か
ら
成
っ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
仕
事
自
体
に
収
益
（
使
用
料
）

が
あ
り
、
そ
の
収
益
で
支
出
を
賄
う
独

立
採
算
制
の
会
計
で
、
水
道
事
業
が
こ

れ
に
該
当
し
ま
す
。

　

市
が
行
う
仕
事
の
中
心
と
な
る
部
分

の
会
計
で
す
。
小
中
学
校
の
校
舎
改
修

や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
ご
み
の
収

集
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
に
使
わ
れ
て

い
て
、
市
税
な
ど
が
主
な
財
源
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

特
定
の
収
入
（
保
険
税
や
使
用
料
な

ど
）
で
、
そ
の
仕
事
の
支
出
を
賄
う
会

計
で
す
。
介
護
保
険
事
業
や
国
民
健
康

保
険
事
業
な
ど
、
14
事
業
が
特
別
会
計

に
該
当
し
ま
す
。

企
業
会
計
と
は

一
般
会
計
と
は

特
別
会
計
と
は

※  新会計基準の導入により特別損失が新たに 5 億
6,687 万円計上されたことから、前年度比 5 億
2,619 万円減の 3 億 5,174 万円の純損失ですが、
未処分利益剰余金で補てんします。また、資本的収
支の不足額 5億 6,062 万円は、積立金および内部留
保金などで補てんします

給水戸数  71,899 戸
給水人口 155,337 人
普及率 92.0％
配水量 1,824 万㎥

市
の
財
政
の
３
つ
の
柱

　市の借金である市債残高は、平成27年３月31
日時点で、一般会計・特別会計合わせて1,070
億4,485万円となっています。
　この残高には、国がその償還について地方交
付税に算入する交付税措置額719億3,906万円
が含まれていて、この額を差し引いた351億
579万円が市の実質負担額となります。

市債には、交付税の措置があります
ワンポイント

市
の
財
政
状
況

会計名 予算額 市債残高

一般会計 804億9,714万円 792億7,417万円

特
別
会
計

食肉センター 1億3,252万円 5億8,780万円

下水道事業 30億1,803万円 211億3,560万円

国民健康保険 220億4,778万円 －

後期高齢者医療 20億　304万円 －

公設地方卸売市場事業 4,662万円 8,791万円

農業集落下水道事業 5億9,453万円 39億8,767万円

整備墓地 3,339万円 2億　930万円

工業用地造成事業 9億　617万円 5億5,290万円

介護保険 164億7,800万円 －

御池簡易水道事業 1億5,733万円 3億1,675万円

簡易水道事業 4億　169万円 8億7,465万円

電気事業 2,879万円 1,810万円

山之口総合交流活性化センター 3,521万円 －

高城健康増進センター等管理事業 1億5,786万円 －

特別会計合計 460億4,096万円 277億7,068万円

総合計 1,265億3,810万円 1,070億4,485万円

収益的収支
給水収益やサービス提供に
要する経費など

収　入 23億　761万円

支　出 26億5,935万円

純損失 ▲3億5,174万円

資本的経費
水道施設の整備、
水道管の入れ替え経費など

収　入 5億6,845万円

支　出 11億2,907万円

企業債残高 91億8,139万円

交付税措置額
719億3,906万円

市の実質負担額
351億579万円



市税
183億8,187万円

23.0% 民生費
277億6,807万円

34.5%

その他
33億9,588万円

4.1%

総務費
110億981万円
13.7%

衛生費
102億3,581万円

12.7%

公債費
81億7,757万円

10.2%

土木費
66億5,239万円

8.3%

教育費
51億3,617万円

6.4%

農林水産業費
36億4,200万円

4.5%

商工費
44億7,944万円

5.6%

諸収入
25億8,669万円

3.0%分担金及び
負担金ほか
80億2,840万円

10.0%

地方消費税
交付金ほか
31億71万円
4.0%

県支出金
54億3,260万円

7.0%

市債
105億9,773万円

13.0%

国庫支出金
122億6,857万円

15.0%

地方交付金
201億57万円
25.0%

自主財源
36.0％
自主財源
36.0％

依存財源64.0％依存財源64.0％

歳 入歳 入 歳 出歳 出

11 広報都城7月号

一般会計　歳入歳出予算総額 804億9,714万円

【
歳
入
】

■ 

地
方
交
付
税
／
国
税
の
う
ち
所
得

税
や
法
人
税
、
酒
税
、
消
費
税
、

た
ば
こ
税
の
一
部
を
、
一
定
の
基

準
に
よ
り
国
が
交
付
す
る
税

■ 

市
税
／
個
人
・
法
人
市
民
税
や
固

定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
な
ど

■ 

国
・
県
支
出
金
／
特
定
目
的
事
業

の
財
源
と
な
る
国
や
県
の
補
助
金

な
ど

■ 

市
債
／
建
設
事
業
や
災
害
復
旧
事

業
な
ど
の
財
源
と
な
る
借
入
金

■ 

繰
入
金
／
一
般
会
計
、
特
別
会
計
、

基
金
な
ど
の
会
計
間
で
や
り
と
り

す
る
資
金

【
歳
出
】

■ 

民
生
費
／
高
齢
者
、障
が
い
者
、児

童
な
ど
の
福
祉
全
般
の
事
業
経
費

■ 

総
務
費
／
選
挙
や
戸
籍
、
税
務
、

市
庁
舎
管
理
な
ど
の
経
費

■ 

公
債
費
／
市
債
を
返
済
す
る
た
め

の
経
費

■ 

農
林
水
産
業
費
／
農
業
や
林
業
な

ど
の
経
費

■ 

土
木
費
／
道
路
や
公
園
整
備
、
住

宅
管
理
な
ど
の
経
費

■ 

教
育
費
／
教
育
や
文
化
財
保
護
、

ス
ポ
ー
ツ
振
興
な
ど
の
経
費

■ 

衛
生
費
／
清
掃
、
保
健
衛
生
な
ど

の
経
費

市が自主的に収入できる財源は 36.0％で、残りは
地方交付税や国・県支出金、市債などに依存してい
ます。（％は歳入総額に占める割合です）

高齢者や児童などの福祉に使う民生費が増加し、全
体の34.5％を占めています。今後もこの傾向は続く
と予想されます。（％は歳出総額に占める割合です）

用
語
解
説

■都城市の家計簿
市の財政を月額20万円の家計に例えると…

項　目 金　額 割　合

給料（市税など） 68,532円 34.2％

パート収入（国庫支出金など） 43,980円 22.0％

父母からの仕送り（地方交付税） 49,941円 24.9％

前月からの繰越金（繰越金） 3,104円 1.6％

預金の取り崩し（繰入金） 8,112円 4.1％

ローン借り入れ（市債） 26,331円 13.2％

合　計 200,000円 100.0％

項　目 金　額 割　合

食費（人件費） 27,983円 14.0％

医療費・保育料（扶助費） 43,637円 21.8％

住宅ローン返済（公債費） 20,318円 10.2％

光熱水費、日用雑貨など（物件費） 22,392円 11.2％

預貯金（積立金） 10,030円 5.0％

家の修理、車の購入など
（投資的経費、維持補修費） 37,970円 19.0％

子どもへの仕送りなど
（繰出し金、貸付金、補助費など） 37,670円 18.8％

合　計 200,000円 100.0％

収　入

支　出
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国保の加入対象者

国
民
健
康
保
険（
国
保
）
は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
、
誰
も
が
安
心
し
て
治
療
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
、み
ん
な
で
お
金
を
出
し
合
っ
て
支
え
あ
う
保
険
制
度
で
す
。

国
保
の
健
全
な
運
営
の
た
め
に
、医
療
費
の
節
減
に
協
力
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ　

保
険
年
金
課　

☎
23ｰ

２
１
２
７

私
た
ち
の
健
康
を
支
え
る
国
民
健
康
保
険
制
度

　
国
保
は
、健
康
保
険
制
度
の
一
つ
で
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
や
職
場
の
健
康

保
険
（
社
会
保
険
な
ど
）
に
加
入
し
て

い
る
人
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人

を
除
き
、
全
て
の
人
が
加
入
す
る
保
険

制
度
で
す
。

　
国
保
に
加
入
ま
た
は
脱
退
す
る
場
合

は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。
次
に
該
当

す
る
場
合
は
、
14
日
以
内
に
保
険
年
金

課
ま
た
は
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活

課
、
各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
で
届
け
出

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
年
度
に
予
測
さ
れ
る
医
療
費
か

ら
、
病
院
な
ど
で
支
払
う
一
部
負
担
金

と
、
国
な
ど
か
ら
の
補
助
金
を
差
し
引

い
た
額
が
、
保
険
税
の
総
額
で
す
。
こ

れ
を
世
帯
ご
と
の
加
入
者
数
や
、
所
得

な
ど
に
応
じ
て
公
平
な
負
担
に
な
る
よ

う
保
険
税
を
算
出
し
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
税
は
届
け
出
を
し
た
月

で
は
な
く
、
国
保
の
被
保
険
者
と
な
っ

た
月
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
保
険
証
が
な

い
た
め
、
医
療
費
が
全
額
自
己
負
担
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
他
の
医
療
保
険
に

入
っ
た
と
き
に
脱
退
の
届
け
出
を
し
な

い
と
、
保
険
税
（
料
）
を
二
重
に
支
払

う
な
ど
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
市
内
で
転
居
し
て
住
所
が
変

わ
っ
た
り
、
世
帯
主
が
変
わ
っ
た
り
し

た
と
き
な
ど
も
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
医
療
費
が
増
え
る
と
、
国
保
か
ら
病

院
な
ど
へ
支
払
わ
れ
る
医
療
給
付
の
費

用
も
増
え
ま
す
。
給
付
が
増
え
る
と
そ

の
増
額
分
を
補
う
た
め
、
保
険
税
が
引

き
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
の

で
、
次
の
ポ
イ
ン
ト
を
参
考
に
、
医
療

費
節
減
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

●
医
療
費
節
減
の
ポ
イ
ン
ト

・ 

生
活
習
慣
を
見
直
し
、
適
度
な
運
動
・

栄
養
・
休
養
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
と
り

ま
し
ょ
う

・ 

定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、
病

気
の
早
期
発
見
や
治
療
を
心
掛
け
ま

し
ょ
う

・ 

休
日
・
時
間
外
診
療
は
、
緊
急
時
な

ど
を
除
き
避
け
ま
し
ょ
う

・
か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う

・ 

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
し
ま

し
ょ
う

国
保
に
加
入
・
脱
退
す
る
と
き
は

届
け
出
を
忘
れ
ず
に

保
険
税
の
仕
組
み

届
け
出
が
遅
れ
る
と

医
療
費
が
増
え
る
と

知
っ
て
く
だ
さ
い 

国
保
の
こ
と

●
国
保
に
加
入
す
る
場
合

・ 

他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た

と
き

・
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と
き

・
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き

・ 

生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た

と
き

※ 

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入

し
て
い
る
場
合
は
、
国
保
へ
の

加
入
は
不
要
で
す

●
国
保
を
脱
退
す
る
場
合

・
他
の
市
区
町
村
に
転
出
す
る
と
き

・ 

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入

し
た
と
き

・
死
亡
し
た
と
き

・ 

生
活
保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な

っ
た
と
き

◎ 

農
林
業
を
営
ん
で

い
る
人

◎
自
営
業
の
人

◎ 

退
職
し
て
職
場
の

健
康
保
険
を
や
め

た
人

◎ 

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ

ト
を
し
て
い
て
、
職

場
の
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
な
い
人

◎ 

３
カ
月
を
超
え
て

日
本
に
滞
在
す
る

こ
と
を
認
め
ら
れ

た
外
国
籍
の
人
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【
国
民
健
康
保
険
】

　

次
の
①
②
の
認
定
証
の
更
新
手
続
き

を
８
月
３
日
㈪
か
ら
、
保
険
年
金
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
各
地
区
市

民
セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま
す
。
国
民
健
康

保
険
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
（
70
歳
未

満
で
慢
性
腎
不
全
の
人
）
は
手
続
き
不

要
で
す
。
な
お
、
新
し
い
受
療
証
は
、

７
月
末
日
ま
で
に
発
送
し
ま
す
。

① 

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証

　

同
一
世
帯
で
、
国
民
健
康
保
険
加
入

者
（
擬
制
世
帯
主
含
む
）
全
員
の
平
成

27
年
度
市
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
国
民

健
康
保
険
加
入
者

②
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証

　

①
以
外
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で

70
歳
未
満
の
人

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
現
在

お
持
ち
の
認
定
証
、世
帯
主
の
印
鑑（
ス

タ
ン
プ
式
を
除
く
）

※ 

代
理
の
人
で
も
手
続
き
は
可
能
で
す

が
、
運
転
免
許
証
な
ど
身
分
を
証
明

す
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

【
後
期
高
齢
者
医
療
】

　

現
在
、
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
持
っ

て
い
る
人
で
、
対
象
と
な
る
人
に
は
、

新
し
い
認
定
証
を
７
月
末
日
ま
で
に
送

付
し
ま
す
。

各
種
認
定
証
の
更
新

知ってください国保のこと私たちの健康を支える国民健康保険制度

　

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら
、

住
所
や
氏
名
、
生
年
月
日
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。
８
月
１
日
以
降

に
病
院
な
ど
を
受
診
す
る
と
き

は
、
新
し
い
保
険
証
を
必
ず
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

　

不
要
と
な
っ
た
保
険
証
は
、
処
分

す
る
か
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
各

総
合
支
所
、
各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

の
窓
口
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

※  

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
65
歳
〜

74
歳
の
人
を
含
む
75
歳
以
上
の

人
の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
に
つ
い
て
は
、
負
担
割
合

が
変
更
に
な
っ
た
人
に
の
み
、

新
し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

（
兼
高
齢
受
給
者
証
）
の
有
効
期

限
は
、
原
則
、
平
成
28
年
７
月
31

日
ま
で
の
１
年
間
で
す
。

　

ま
た
、後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
も
平
成
28
年

７
月
31
日
ま
で
で
す
が
、
次
の
人

は
有
効
期
限
が
異
な
り
ま
す
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
69
歳
の
人

　

　

 

70
歳
の
誕
生
月
の
末
日
（
１
日

生
ま
れ
の
人
は
誕
生
日
の
前
日

ま
で
）

●
74
歳
の
人

　
75
歳
の
誕
生
日
の
前
日

●
退
職
被
保
険
者
で
64
歳
の
人

　
65
歳
の
誕
生
月
の
末
日
（
１
日

生
ま
れ
の
人
は
、
誕
生
日
の
前
日

ま
で
）

※ 

保
険
税
の
未
納
が
あ
る
人
は
、

有
効
期
限
が
短
い
保
険
証（
短

期
証
）に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

新
し
い
保
険
証
を
７
月
下
旬
に

発
送
し
ま
す

新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限

負
担
割
合

区　
　

分

負
担
割
合

発
行
さ
れ
る
保
険
証
な
ど

小
学
校
入
学
前

２
割

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

小
学
校
入
学
後
〜
70
歳
未
満

３
割

70
歳
以
上

75
歳
未
満

※
現
役
並
み
所
得
者

３
割

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼

高
齢
受
給
者
証

現
役
並
み

所
得
者
以
外

昭
和
19
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人

１
割

昭
和
19
年
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
人

２
割

75
歳
以
上
※
現
役
並
み
所
得
者

３
割

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

現
役
並
み
所
得
者
以
外

１
割

※ 

現
役
並
み
所
得
者
で
、
前
年
の
収
入
が
一
定
基
準
以
下
の
人
は
、
申
請
す
る
こ
と
で
１

割
（
昭
和
19
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）・
２
割
（
昭
和
19
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
人
）
に
変
更
に
な
り
ま
す
。
対
象
者
に
は
、
７
月
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

新
し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す

国民健康保険被保険者証

記号番号

氏　　名

生年月日

資格取得年月日

交付年月日

住　　所

世帯主氏名

保険者番号

○○○○○○○○
都城　花子
昭和□□年□□月□□日
平成□□年□□月□□日
平成 27 年 8 月 1 日

都城市○○○町○○○○番地○○

都城　太郎
　　 4 5 0 2 3

有効期限　平成 2 8年　7月3 1日

性別　女

保険者名　都城市


